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研究要旨 

 各自治体での子ども虐待防止の取り組みの現状を明らかにするために、都道 

府県・指定都市を対象に、虐待防止にかかわる冊子、パンフレット等の発行状 

況を調査し、その内容の分析を行った。その結果、約半数の県市で冊子、パン 

フレット等が発行されていることが明らかになった。また、これらの発行は平 

成８年度、９年度以降がほとんどであった。冊子の内容の分析からは、子ども 

虐待防止の現状として、発見、通告までは理解がすすんできているが、被虐待 

児の心理的治療が今後の重要な課題であることが示唆された。 

 

 

Ａ．研究目的  

 近年子ども虐待への関心の高まりを背景に、

国および地方自治体でも子ども虐待防止への

取り組みがすすんできている。例えば、厚生

省では平成９年(1997 年)には児童家庭局企

画課監修で「子ども虐待防止の手引き」（日本

子ども家庭総合研究所（旧日本総合愛育研究

所）発行）を作成し、子ども虐待への啓発に

取り組んでいる。また、平成 11 年(1999 年)

３月には「子ども虐待対応の手引き」が刊行

される予定である。これは、児童相談所職員

および児童福祉施設職員を主な対象に、専門

的な対応の手引きとなるものである。 

 また、「児童虐待等に関する児童福祉法の適

切な運用について」（平成９年６月20日、児

発第434号、各都道府県知事・各指定都市市

長宛厚生省児童家庭局長通知）、「児童虐待に

関し緊急に対応すべき事項について」（平成

10年３月31日、児企第13号、各都道府県・

各指定都市民生主管部（局）長宛厚生省児童

家庭局企画課長通知）等が発出されているが、

これらは子ども虐待への積極的な取り組みを

求めたものといえる。 

 こうした国の取り組みに対応して、各自治

体でも子ども虐待防止の取り組みを行ってい

る。 

 本報告は、都道府県・指定都市における子

ども虐待防止の取り組みの現状を、冊子等の

発行状況から明らかにしようとするものであ

る。「子ども虐待防止の手引き」あるいは「子



ども虐待防止マニュアル」などと称される冊

子は、子ども虐待に関する基礎的な知識を与

えたり、対応の原則を示すなど、啓発活動に

たいへん有効であると考えられる。また、こ

うした冊子に記述される内容は子ども虐待に

関する現在の知識のいわば標準的なレベルを

示すとともに、これらの冊子を分析すること

で、今後の取り組みの課題等も明確になると

考えられる。 

 

 Ｂ．研究方法  

 各都道府県・指定都市児童福祉主管課宛に

調査票（付録参照）を郵送により送付し、回

答を依頼した。調査項目は、都道府県・指定

都市（児童相談所を含む）で発行した子ども

虐待に関する啓発冊子、パンフレット等の有

無、発行している場合には、タイトル、版型

やページ数、発行部数、発行年、発行機関、

対象とした読者、配布先、配布方法、発行物

（冊子等）についての広報活動、冊子等の内

容、今後の増刷あるいは改訂の予定等につい

てであった。また、発行物がある場合にはそ

の実物の送付も依頼した。 

 調査は1999年２月に行った。 

 

 Ｃ．研究結果  

 調査票が回収されたのは 47 都道府県のう

ち39、12指定都市のうち10であった。回収

率は都道府県で83.0％、指定都市で83.3％、

全体で83.1％であった。 

 調査結果は表１、表２に示してある。ここ

で、冊子としたのは数ページ以上で綴じてあ

るもの、パンフレットは綴じていない１枚の

紙、あるいはそれを折り畳んだものとした。

パンフレットには、リーフレット、カードを

含む。ただし、児童虐待ケースマネージメン

トモデル事業報告書等、報告書とみられるも

のは含めなかった。 

 

  １ 子ども虐待防止に関する冊子について 

 冊子を発行しているのは、22 県で計 26 種

類、および５指定都市計７種類、合計27県市

で33種類が発行されていた（表１）。この中

には、平成11年３月発行予定（和歌山県）を

含んでいる。都道府県のうちの46.8％、指定

都市のうちの 41.7％で子ども虐待防止に関

する冊子が発行されていた。千葉県では３種

類、大阪府、大分県、横浜市、北九州市では

それぞれ２種類発行されていた。 

 タイトルは「子ども（児童）虐待防止」と

「マニュアル」あるいは「ハンドブック」と

いうことばを組み合わせたものが多かった。 

 発行年は都道府県、指定都市あわせて、平

成５年度１種類（大阪府）、平成７年度２種類

（東京都、川崎市）、平成８年度２種類（栃木

県、大阪府）、平成９年度７種類、平成10年

度20種類であった。平成11年度には4県市

（山形県、鹿児島県、高知県、福岡市）で発

行が予定されている。 

 冊子の版型（大きさ）はＡ４サイズがもっ

とも多く（26 種類のうち 20 種類、77.0％）、

次いでＡ５サイズ（４種類）、Ｂ５サイズ（２



種類）であった。 

 ページ数は７、８ページから100ページを

超えるものまであった。 

 発行部数は 400 部（札幌市）から 75,000

部（横浜市）までと幅が広いが、3,000 部か

ら15,000部までが多かった。400部であった

札幌市の冊子は要約版が3,200部発行されて

いる。横浜市の75,000部の冊子は８ページの

ものであった。 

 発行機関は、県市の主管課と児童相談所が

ほとんどであったが、指定都市では児童相談

所発行が多かった。青森県では「県および子

ども虐待防止会議」、三重県は「三重県児童虐

待防止会議」、横浜市は「横浜市子育てＳＯＳ

連絡会」の発行であった。 

 配布方法はほとんどが一括配布で、窓口に

おいておくというのは３種類（愛知県、長崎

県、沖縄県）にすぎなかった。「その他」のほ

とんどは、関係者の集まる会議で配布すると

いうものであった。横浜市の「すくすくはま

っこ」は４カ月健診時に配布した。 

 冊子についての広報活動の有無については、

行っているのは８種類の冊子についてであっ

た。広報の具体的活動としては、新聞等マス

コミで取り上げてもらう、行政広報誌への掲

載、会議・研修会での周知・活用のほか、専

門誌からの依頼で原稿を作成（三重県）、有償

刊行物として販売（東京都）などが行われて

いた。 

 増刷の予定があるのは６種類（６県市）、今

後改訂の予定があるのは５県市の７種類であ

った。 

 冊子が対象とする読者は、横浜市の「すく

すくはまっこ」を除き、関係機関の専門職員

であった。専門職員に加え、保護者をも読者

対象としているのは２県（徳島県、沖縄県）

で、子どもを対象としたものはなかった。「そ

の他」は大分県の２種類の冊子は「子ども、

家庭にかかわる人」であった。 

 冊子の配布先は、33 種類の冊子について、

多い順に、保健所・保健センター(29 種類)、

児童委員・主任児童委員(27)、保育所(26)、

相談機関(26)、警察署(25)、幼稚園(23)、小・

中学校(23)、医療機関(23)、児童相談所(22)、

家庭裁判所(17)、消防署(3)、その他(8)であ

った。「その他」は、市町村、福祉事務所、教

育委員会、弁護士会、人権擁護委員会、法務

局少年センター、社会福祉協議会、児童福祉

施設などであった。 

 冊子の内容については、多い順に、対応の

仕方(29種類)、発見のチェックポイント(28)、

連携のあり方(27)、虐待の定義(27)、相談・

通告機関一覧(27)、法的制度(25)、虐待の予

防策(16)、事例紹介(15)、参考文献(12)、児

童福祉施設等の説明(10)、虐待にかかわる統

計資料(12)、被虐待児の心理的治療(7)、その

他(7)であった。「その他」は、「虐待に関する

意識調査結果」（青森県）、「参考資料：児童虐

待防止相談強化事業実施要綱」（埼玉県）、「Ｑ

＆Ａ」（石川県）、「面接の仕方」（滋賀県）、「事

例の考察および問題点」「家庭裁判所申し立て

見本および解説」（大阪府）、「子育て家庭等地



域支援ネットワークモデル事業実施要項」（長

崎県）、「子育て支援情報誌」（横浜市）であっ

た。 

 

  ２ 子ども虐待防止に関するパンフレット

について  

 パンフレット、リーフレット、カード等を

発行しているのは、16 県で計 22 種類、およ

び５指定都市計７種類、合計21県市で29種

類であった。 

 発行年は、都道府県、指定都市含めて、平

成３年に大阪府が先駆的に作成し（２種類）、

それ以後は平成８年度６種類、平成９年度８

種類、平成10年度９種類、平成11年度（予

定）４種類であった。 

  タイトルは、冊子に比べて、より口語的な

表現になっているようである。 

 発行部数は1,000部（広島市）から428,000

部（宮崎県）までと幅が大きいが、100,000

部以上のものが５種類あった。 

 静岡県の「子どもを虐待から守ろう」はＢ

４サイズ１枚のポスターであった。 

 それぞれのパンフレット等の発行機関は、

県では主管課が10種類、児童相談所12種類、

その他５種類、市では主管課の発行はなく、

児童相談所５種類、その他２種類であった。

「その他」は、「青森県および子ども虐待防止

連絡会議」（２種類）、「三重県児童虐待防止会

議」、「香川県児童虐待問題に関する連絡協議

会」、「静岡県および静岡県児童虐待防止メイ

ンネットワーク委員会」、「横浜市子育てＳＯ

Ｓ連絡会」、「区児童虐待防止連絡会」（横浜市）

であった。 

 配布方法は、冊子では一括配布が多かった

が、パンフレット等では一括配布と窓口にお

いておくがほぼ同数であった。すなわち、一

括配布16種類、窓口においておく13種類、

その他８種類であった。「その他」は、各施設

宛てに送付（東京都）、会議等で配布（山口県、

横浜市）、回覧版（愛知県）、区長会を通じて

配布（宮崎県）、乳幼児健診時に配布（大阪府）、

乳児相談の窓口で全員にわたす（香川県）、講

演会および事例検討会参加者へ配布（熊本県）、

講演会で配布（川崎市）、研修等で配布（名古

屋市）であった。 

 パンフレット等についての広報活動をして

いるところは５県であった。会議等でＰＲ、

専門誌の依頼で紹介などであった。 

 今後増刷の予定があるのは４県市の５種類

で、改訂版等の発行予定があるのは６県市（７

種類）であった。 

 パンフレット等の読者としては、専門職員

13 種類、保護者 16 種類、子ども３種類、そ

の他７種類であった。子どもを対象としてい

るのは、青森県の「電話相談カード」で、神

奈川県の「気づいてください 子どもの虐待」、

熊本県の「見えていますか 子どもからのＳ

ＯＳ」は専門職員、保護者、子どもを対象と

するものであった。「その他」の多くは「一般

住民」であった。 

 パンフレット等の配布先機関等は、県市あ

わせて、多い順に、保育所(17種類)、幼稚園



(17)、保健所・保健センター(16)、小・中学

校(16)、児童委員・主任児童委員(15)、医療

機関(15)、相談機関(14)、警察署(14)、児童

相談所(10)、家庭裁判所(６)、消防署(１)、

その他の関係機関(５)、子ども(１)、保護者

(12)、その他(６)であった。「その他」は、高

校、教育委員会、児童福祉施設、弁護士、市

町村、一般住民等であった。 

 パンフレット等の内容については、多い順

に、相談・通告先機関(21種類)、虐待の定義

(21)、発見のチェックポイント(21)、対応の

仕方(19)、連携のあり方(５)、法的制度(５)、

虐待の予防策(３)、参考文献(１)、虐待相談

にかかわる統計資料(１)、その他(５)であっ

た。被虐待児の心理的治療、児童福祉施設等

の説明、事例紹介等について記述しているも

のはなかった。 

 

 Ｄ．考 察  

 虐待への関心の高まりを背景に、各都道府

県・指定都市においても、啓発のための取り

組みを積極的に行うようになってきた。その

具体的な現れとして、子ども虐待防止のため

の冊子あるいはパンフレット等を 59 県市の

うち33県市(55.9％)で発行していた。すべて

の県市から回答を得ているわけではない（回

収率83.1％）し、冊子、パンフレット等の「定

義」の問題も検討する必要もあるが、すでに

半数以上の県市で発行しているといえる。 

 

  １ 冊子について  

 子ども虐待防止にかかわる冊子については、

22 県で計 26 種類、および５指定都市計７種

類、合計27県市で33種類が発行されていた 

 冊子の発行年度は平成８年度以降がほとん

どであった。したがって、虐待への啓発活動

の試みは最近のことといえる。 

 このような冊子発行の目的によるが、その

サイズやページ数はさまざまであった。発行

部数は3,000部から15,000部くらいが多く、

県市において関係機関への配布という点では

十分であろう。 

 配布先についても主な機関は網羅されてい

るように思われる。ただ、消防署への配布は

ほとんどなされていないが、子どもが外傷を

負った場合など救急車をよぶことは少なくな

いので、救急隊員にも外傷の状況や保護者の

態度等への関心を高め、虐待の可能性を考慮

するよう啓発する必要があるように思われる。 

 冊子の内容も、説明の濃淡はあるにせよ、

必要なことは網羅されているように思われる。

ただ、児童福祉施設等の説明はもっとなされ

てよいように思われる。また、虐待の心理的

治療について、詳しい記述は必要ないが、心

の傷への対応が必要なことはぜひ記述する必

要があると思われる。 

 冊子の活用については、たんに配布するだ

けでは十分ではないだろう。冊子を用いての

研修会の開催などが望まれる。 

 

  ２ パンフレット等について  

 パンフレット、リーフレット、カード等は、



16 県で計 22 種類、および５指定都市で計７

種類、合計21県市で29種類で発行されてい

た。 

 冊子に比べて、当然のことながら発行部数

は多くなっていて、100,000 部以上のものが

５種類あった。発行機関は児童相談所が多く

なっていたが、県市の主管課よりは住民に身

近なところで発行するということであろう。

また、一括配布に加えて、窓口でも入手でき

るようになっているところも少なくなかった。

しかし、その割に、パンフレット等について

の広報活動を行っているところは少ないよう

であった。 

 パンフレット等の主な読者としては保護者

が想定されていることが多かった。しかし、

子どもを対象としたものは少なく、虐待に限

らず、子どもに相談の場を周知する必要性は

高いといえよう。配布先は、一般の子どもと

日常的にかかわる機関が主なものとなってい

た。 

 パンフレット等の内容は、相談・通告先機

関、虐待の定義、発見のチェックポイント、

対応の仕方等に限定されているようであった

が、これは、その目的、配布先、そしてスペ

ースの制約から適切なことと考えられる。 
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表１  子ども虐待防止にかかわる冊子、パンフレット等の発行状況  

発行している種類  発行予定  

 冊子  パンフレット等  合計  

青森県  １  ２  ３  

栃木県  １  １  ２  

群馬県  １   １  

埼玉県  １  １  ２  

千葉県  ３  ２  ５  

東京都  １  ２  ３  

神奈川県   １  １  

新潟県  １   １  

石川県  １   １  

長野県  １   １  

静岡県   １  １  

愛知県  １  １  ２  

三重県  １  １  ２  

滋賀県  １  １  ２  

大阪府  ２  ３  ５  

兵庫県  １   １  

奈良県  １   １  

和歌山県  １   １  

山口県  １  １  ２  

徳島県  １   １  

香川県  １  ２  ３  

長崎県  １  １  ２  

熊本県   １  １  

大分県  ２   ２  

宮崎県   １  １  

沖縄県  １   １  

札幌市  １   １  

横浜市  ２  ２  ４  

川崎市  １  １  ２  

名古屋市   ２  ２  

大阪市  １   １  

広島市   １  １  

北九州市  ２  １  ３  

合計 (件数 ) ３３  ２９  ６２  

合計 (県数 ) ２７  ２１  ３３  

 
岩手県  
宮城県  
山形県  
福島県  
富山県  
山梨県  
広島県  
高知県  
福岡県  
佐賀県  
鹿児島県  
千葉市  
神戸市  
福岡市  

 



表２－１ 子ども虐待防止にかかわる冊子の内容の分析：都道府県
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青森県 子ども虐待防止マニュアル A4 46 15,000 H10 - - ○ ○ - - × × × ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - - - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ - - ○ - ○

栃木県 子どもの虐待防止ハンドブック B5 48 18,000 H8 ○ - - ○ - - × × × ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ - ○ - - - - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ - - - -

群馬県 子どもを守り育てるために A4 90 8,000 H10 ○ - - ○ - - ○ × × ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - - - - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - -

埼玉県 子どもの虐待防止ハンドブック A5 54 1,800 H9 - ○ - ○ - - ○ ○ × ○ - - - - - - - ○ - ○ - ○ ○ - ○ - - - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - - - - ○

被虐待児への初期対応 A4 10 11,000 H11 ○ - - ○ - - × × × ○ - - - ○ - - ○ ○ ○ ○ - ○ - ○ - - - - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - - ○ - - - -

関係機関との連携 A4 7 11,000 H11 ○ - - ○ - - × × × ○ - - - ○ - - - ○ - ○ - ○ - ○ - - - - ○ ○ ○ ○ - ○ - - ○ - - - - -

被虐待児への援助事例 A4 10 11,000 H11 ○ - - ○ - - × × × ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - - - - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - - ○ - ○

東京都 子どもの虐待  相談処遇マニュアル A4 115 14,500 H7 ○ - - ○ - ○ × ＝ ＝ ○ - - - - - - ○ - - - - - - ○ ○ - - - ○ ○ ○ ○ - ○ - ○ ○ - - ○ - -

新潟県 見えにくい親子の問題～子ども虐待防止のために～ A4 12 3,000 H10 - ○ - ○ - - × × × ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - ○ - ○ - - -

石川県 関係者のための子ども虐待防止ハンドブック A4 27 6,000 H10 ○ - - ○ - ○ ○ ○ ＝ ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - - - ○ ○ ○ ○ - ○ - ○ ○ - ○ - - ○

長野県 子ども虐待防止の手引 A4 24 10,000 H10 ○ - - ○ - - × × × ○ - - - ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - ○ - ○ - - - - ○ ○ ○ - - ○ - - ○ ○ - ○ - -

愛知県 児童虐待防止マニュアル A4 19 3,700 H10 - ○ - - ○ - × ＝ ＝ ○ - - - - - - ○ ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - ○ - ○

三重県 児童虐待防止マニュアル「児童虐待の理解と対応」 A4 41 5,000 H10 - - ○ ○ - - ○ ○ × ○ - - - - - - ○ - - ○ - ○ ○ ○ ○ - - - ○ ○ ○ ○ - ○ - - ○ - - ○ - -

滋賀県 子どもへの虐待防止　早期発見早期援助の手引 A4 35 6,000 H9 ○ - - ○ - - ○ ○ ＝ ○ - - - ○ ○ ○ ○ - - ○ - ○ - ○ - - - - ○ ○ ○ ○ - ○ - ○ ○ ○ ○ - - -

児童虐待防止ハンドブック 子どもからのSOS A5 48 30,000 H5 ○ ○ - ○ - - × ○ × ○ - - - ○ ○ - ○ - ○ ○ - ○ ○ - ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ - - -

児童虐待事例集 A4 114 1,000 H8 - ○ - ○ - - × × × ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ - ○ - ○ ○ ○ - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - -

兵庫県 児童相談所虐待対応マニュアル A4 32 ＝ H9 - ○ - ○ - - × × × ○ - ○ - ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - - ○ ○ ○ ○ - ○ - - ○ - - - - -

奈良県
-児童虐待防止ハンドブック-すこやかな子どもの成長と支え合う地域を
めざして～児童虐待の早期発見と初期対応のために～

A4 39 5,000 H11 ○ - - ○ - ○ × × × ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ - -

和歌山県 子どもの虐待防止マニュアル A4 60 500 H11 ○ - - ○ - - × × ＝ ○ - - - ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - ○ - ○ ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ - - - - ○

山口県 子どもの虐待/子育て拒否・怠慢・防止のための手引 A4 45 3,000 H9 ○ - - ○ - - ○ ＝ ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - ○ - ○ - - - - ○ ○ ○ - - - - - ○ ○ - - - -

徳島県 児童相談所情報 A4 20 10,000 H10 - ○ - ○ - - × × ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - ○ - ○ - - - - ○ ○ ○ ○ - - ○ - ○ - - - - -

香川県 関係者のための子ども虐待防止の手引き A4 64 3,000 H10 - ○ - - - ○ × × ○ ○ - ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - - ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ - -

長崎県 子どもへの虐待防止マニュアル-子どもと家庭の幸せのために- A5 37 9,000 H10 ○ ○ - ○ ○ ○ × × × ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ - ○ - - - - - - ○ - - - - - - - ○ - - -

聞こえていますか　子どもたちのＳＯＳ A5 14 7,000 H9 - ○ - ○ - - × × ○ ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - - - - - - - ○ - - - - - - ○ - - -

児童虐待防止マニュアル A4 - 7,000 H10 - ○ - ○ - - × × ○ ○ - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - - ○ ○ ○ - - - - - ○ ○ - - -

沖縄県 子どもの虐待防止のための手引 A4 42 5,000 H10 ○ - - ○ ○ - ○ ＝ ＝ ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - - - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - - - - -

大阪府

大分県

*
子
ど
も

広
報
活
動
の
有
無

増
刷
予
定

改
訂
版
等
発
行
予
定

タ
イ
ト
ル

大
き
さ

ペ
ー
ジ
数

発
行
部
数

*
保
護
者

*
そ
の
他

都
道
府
県
名

千葉県

発
行
年



表２－２ 子ども虐待防止にかかわる冊子の内容の分析：指定都市

タ
イ
ト
ル

大
き
さ

ペ
ー
ジ
数

発行部数 発行機関 配布方法 増
刷
予
定

対
象
読
者

配
布
先

内
容

児
童
相
談
所

そ
の
他

窓
口
に
お
い
て
お
く

そ
の
他

子
ど
も

保
護
者

保
育
所

幼
稚
園

児
童
相
談
所

相
談
機
関

保
健
所
・
保
健
セ
ン
タ
ー

消
防
署

家
庭
裁
判
所

（
主
任
）
児
童
委
員

そ
の
他

虐
待

の
定

義

発
見

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

連
携
の
あ
り
方

被
虐
待
児
の
心
理
的
治
療

法
的

制
度

児
童
福
祉
施
設
等
の
説
明

相
談
・
通
告
機
関
一
覧

参
考
文
献

統
計
資
料
・
虐
待
相
談

そ
の
他

札幌市 子どもの虐待対応マニュアル
A
4

63
(8)

冊子400
(要約版3200)

Ｈ10 - ○ - ○ - - × × × ○ - - - ○ ○ ○ - - ○ - - - - ○ - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - -

子どものＳＯＳ　養育者のSOSに答える
ために

A
4

70 12,000 Ｈ9 - - ○ ○ - - × × × ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - ○ - - - - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ - ○ - -

すくすくはまっこ
A
4

8 75,000 Ｈ10 - - ○ - - ○ × ○ × - - ○ - - - - - - - ○ - - - - - - ○ - - - - - - - - - ○ - - - - ○

川崎市 子どもの虐待－発見と相談－
A
5

25 3,000 Ｈ7 - ○ - ○ - - × × × ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - - - - ○ ○ ○ ○ - ○ - - ○ ○ - - - -

大阪市 はやく見つけて！
A
5

31 7,000 Ｈ10 - ○ - - - × × × ○ - - - ○ - ○ - ○ ○ ○ - ○ - ○ - - - - ○ ○ ○ ○ - - - - ○ - ○ - - -

児童虐待と児童福祉に関わる法律問題Ｑ
＆Ａ

A
5

80 2,000 Ｈ10 - ○ - ○ - - × × ○ ○ - - - - - - - ○ - ○ - - ○ - - - - - - - - - - ○ - - - ○ - - - -

ストップ・ザ・虐待
A
5

102 6,000 Ｈ9 - ○ - ○ - - ○ × ○ ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ - ○ - - -

＊
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者
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広
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動
の
有
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改
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版
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発
行
予
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発
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年



表２－３ 子ども虐待防止にかかわるパンフレット等の内容の分析：都道府県
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電話相談カード 168,500 H8 - - ○ ○ - - × × × - ○ - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - ○ - - - - -

子ども虐待防止リーフレット 48,500 H9 - - ○ - ○ - × × ○ - - ○ - - - - - - - - - - - - - - ○ - ○ ○ - - - - - - ○ - - - - -

栃木県 STOPザ虐待 30,000 H9 - ○ - ○ - - × × ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ - ○ - - - - ○ ○ ○ ○ - - - - ○ - - - - -

埼玉県 子どもの虐待防止 10,000 H9 - ○ - ○ ○ - ○ ○ × ○ - - - - - - - ○ - ○ - ○ ○ - ○ - - - ○ ○ ○ ○ - ○ - - ○ - - - - -

子どもの虐待防止～健やかな子どもの成長を願って～ 15,000 H10 ○ - - ○ - - × ○ × ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ - ○ - - - - ○ ○ ○ - - - - - ○ - - ○ - -

子育て！！応援します 100,000 H11 ○ - - - ○ - × ○ × - - ○ - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - ○ - - - - -

児童相談所ってどんなとこ 342,000 H8 ○ - - - - ○ ○ ＝ ＝ - - ○ - ○ ○ - - ○ - - - - - ○ - - - - - ○ - - - - ○ - ○ - - - - -

児童虐待通告用パンフレット 30,000 H11 - ○ - ○ - - × × × ○ - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - ○ ○ - - ○ ○ - ○ - - - - -

神奈川県 気づいてください 子どもの虐待 30,000 H8 - ○ - ○ ○ - × × × ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - ○ - ○ ○ ○ - - ○ - - - - - - - -

静岡県 子どもを虐待から守ろう 12,000 H11 - - ○ ○ - - ＝ × × ○ - - - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ - ○ ○ - - - ○ - ○ - - - - - - - - - - ○

愛知県 子どもたちを守ろう 140,000 H10 ○ ○ - - ○ ○ × ＝ ＝ - - ○ ○ - - - ○ ○ - ○ - ○ - ○ ○ - - ○ - ○ ○ - - - - -- - - - - - -

三重県 子どもの虐待に気づいたら「発見と援助」 10,000 H10 - - ○ ○ - - ○ × × ○ - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ - - - - ○ ○ ○ - - ○ - - ○ - - - - -

滋賀県 サインを見落とさないで 5,000 H10 - ○ - - ○ - × × ＝ - - ○ ○ - - - - - - - - - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - ○ - - - - -

なんでいうこときかへんの！？ 60,000 H3 ○ ○ - - ○ ○ × × × - - ○ - - - - - - - - - - - - - - ○ - ○ - - - - - - - ○ - - - - ○

子どもからのSOS 児童の福祉と人権を守るために 35,000 H3 ○ ○ - ○ - - × × × ○ - - - ○ ○ ○ - - ○ ○ - ○ - - - - - - ○ ○ - - - - - - - - - - - ○

子どもからのSOS 虐待の発見と対応について(学校編） 7,000 H9 ○ ○ - ○ - - × × × ○ - - - ○ ○ ○ - - ○ ○ - ○ - - - - - - ○ ○ ○ ○ - - - - ○ - - - - ○

山口県 ほんとはだれかに気づいてほしい 20,000 H9 ○ - - ○ ○ ○ ○ ＝ ＝ - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ - ○ ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - ○ - - - - -

Checklist For Suspect Of Child Abuse 1,500 H10 - ○ - ○ - - × × × ○ - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - ○ ○ - - - - - - - - - - -

とまどっていませんか？子育て 30,000 H9 - ○ ○ - ○ - ○ × ○ - - ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - ○ - ○ - - - - - - - ○ - - - - -

長崎県
子どもと家庭の幸せ守りたい－児童虐待の早期発見と発生防止
のために

20,000 H10 ○ - - ＝ ＝ ＝ × × ＝ - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ - ○ ○ - - - ○ ○ ○ - - - - - ○ - - - - -

熊本県 見えていますか　子どもからのSOS 2,000 H10 - ○ - - - ○ × × × ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - - - ○ - - - ○ - - - - ○ ○ - - - - - - ○ - - - - -

宮崎県 児童虐待防止リーフレット 428,000 H11 ○ - - - - ○ × × ○ - - - ○ - - - - - - - - - - - - - - ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - - -

香川県

千葉県

東京都

大阪府

＊
子
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も

＊
保
護
者

＊
そ
の
他

青森県

都
道
府
県
名

発
行
年

広
報
活
動
の
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無

改
訂
版
等
発
行
予
定

増
刷
予
定



表２－４ 子ども虐待防止にかかわるパンフレット等の内容の分析：指定都市

タ
イ
ト
ル

発行部数 発行機関 配布方法 対
象
読
者

配
布
先

＊
関
係
機
関

内
容

県
・
市
の
主
管
課

児
童
相
談
所

そ
の
他

一
括
配
布

窓
口
に
お
い
て
お
く

そ
の
他

専
門
職
（
関
係
機
関
）

子
ど
も

保
護
者

そ
の
他

保
育
所

幼
稚
園

小
・
中
学
校

児
童
相
談
所

相
談
機
関

医
療
機
関

保
健
所
・
保
健
セ
ン
タ
ー

消
防
署

警
察
署

家
庭
裁
判
所

（
主
任
）
児
童
委
員

そ
の
他

虐
待
の
定
義

発
見
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

対
応
の
仕
方

連
携
の
あ
り
方

被
虐
待
児
の
心
理
的
治
療

法
的
制
度

虐
待
の
予
防
策

児
童
福
祉
施
設
等
の
説
明

相
談
・
通
告
機
関
一
覧

事
例
紹
介

参
考
文
献

統
計
資
料
・
虐
待
相
談

統
計
資
料
・
そ
の
他

そ
の
他

子どもを虐待から守るために　このSOSを
キャッチして

40,000 Ｈ10 - - ○ - - ○ × ○ × ○ - - - ○ ○ ○ - - - - - ○ - ○ - - - - ○ ○ ○ - - - - - ○ - - - - -

子どもの虐待防止のための緊急アピール 52,000 Ｈ9 - - ○ ○ - - × × × - - ○ - ○ ○ ○ - - - - - - - - - - ○ - - - ○ - - - - - ○ - - - - -

川崎市 子どもの虐待 4,000 Ｈ9 - ○ - - ○ ○ × × × - - ○ - - - - - ○ - - - - - - - - ○ - ○ - ○ - - - - - ○ - - - - -

虐待　サポートの道を求めて 2,000 Ｈ8 - ○ - - ○ ○ × ○ ○ - - ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ - - - ○ - - - - - - -

児童虐待電話相談　なごやっ子ＳＯＳ 50,000 Ｈ10 - ○ - ○ ○ - × × ○ - - ○ - ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - ○ - ○ - - ○ - - - - - - - - - - - - - - ○

広島市
子どもの虐待防止～はやく解決するために
～

1,000 Ｈ8 - ○ - ○ - - × × ○ ○ - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - ○ ○ - ○ - ○ - - ○ - ○ - - -

北九州市 ストップ・ザ・虐待 30,000 Ｈ8 - ○ - ○ ○ - × × × ○ - ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - - - ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - - ○ - - - - -

＊
そ
の
他

改
訂
版
等
発
行
予
定

発
行
年

広
報
活
動
の
有
無

増
刷
予
定
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名古屋市

＊
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名



【「子ども虐待防止についての冊子」等の発行状況調査】 

 

１ 都道府県・政令都市名 （                    ）：主管課名（                    課） 

２ 子ども虐待に関する啓発冊子、パンフレット等の発行の有無（‘９９．２月現在） 

       １ 発行している    ２ 発行していないが予定している  ３ 発行の予定はない 

         ↓ 

    発行物についておたずねします。（発行物が複数ある場合は、お手数ですがこの用 

  紙を複写の上、すべてについてお答えくださいますようお願い申し上げます。） 

l タイトル （                                                               ） 

l 形式 

１ 冊子        ２ パンフレット、リーフレット、ちらし 

→ 大きさ……… Ａ５   Ｂ５   Ａ４  その他（           ） 

   総ページ数…… （        ）ページ  

l 発行部数 （                    ） 部（初版から現在まで） 

l 発行年 （                    ） 年（初版） 

l 発行機関 １ 県・市の主管課  ２ 児童相談所  ３ その他（         ） 

l 対象とした読者 
１ 専門職   ２ 子ども  ３ 保護者  ４ その他（                    ） 

     →具体的に （                         ） 

１ 関係機関   ２ 子ども   ３ 保護者   ４ その他（                ） 

 

→ １ 保育所 ２ 幼稚園 ３ 小・中学校 ４ 児童相談所 

  ５ 相談機関  

  ８ 消防署 

６ 医療機関 

９ 警察署 

l 配布先 

  11 児童委員・主任児童委員 

７ 保健所・保健センター 

10 家庭裁判所   

12 その他（                    ）  

l 配布方法 １ 一括送付    ２ 窓口に置いておく    ３その他（               ） 

l 発行物について

の広報活動 

１ 行っている    ２ 行っていない 

→ 具体的に（                                                    ） 

l 内容 

１ 虐待の定義 

２ 虐待発見のチェックポイント（被虐待児の諸特徴、親の養育態度等） 

３ 虐待を発見したときの対応の仕方（緊急時を含む） 

４ 連携のあり方（各関連機関との連携の仕方など） 

５ 被虐待児の心理的治療 

６ 虐待に係わる法的制度（児童福祉法、児童の権利に関する条約など） 

７ 虐待の予防策（再発防止を含む） 

８ 児童福祉施設、里親の説明 

９ 相談・通告機関一覧 

10 事例紹介 

11 参考文献 

12 虐待相談に関する統計資料 

13 12 以外の統計資料 

14 その他（                                                      ） 

l 今後の予定についてうかがいます 

１ 増刷予定  → 有る  無い 

２ 内容や形式を変えて新しいものを作る予定  → 有る  無い  

l 調査結果をまとめる際に都道府県・指定都市名を明記することの諾否      諾  ・  否 

                    ご協力くださいましてありがとうございました 


